
従
来
ど
お
り

、
旧
主
務
官

民法社団・財団法人→一般社団･財団法人　移行スケジュール

行
政
庁

　
①
毎
事
業
年
度
経
過
後
3

ヶ
月
以
内
に
計
算
書
類
及
び

 
 

画
実
施
報
告
書
を
提
出

　
②
公
益
目
的
支
出
計
画
を
変
更
す
る
場
合
に
は
行
政
庁

　
　

（
③
ｂ
を
除
く

）

　
③
次
の
場
合
に
は
行
政
庁
へ
の
届
出
が
必
要

　
　
ａ
名
称
･
主
た
る
事
務
所
･
代
表
者
の
変
更

　
　
ｂ
公
益
目
的
支
出
計
画
の
軽
微
な
変
更

　
　
ｃ
定
款
で
残
余
財
産
の
帰
属
に
関
す
る
事
項
を
定
め

　
　
　
変
更
し
た
と
き

　
　
ｄ
定
款
で
移
行
法
人
の
存
続
期
間
若
し
く
は
解
散
の

　
　
　
又
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
た
と
き

　
　
ｅ
解
散

（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く

）
を
し
た
と
き

　
④
合
併
を
し
た
場
合
の
届
出

　
　
ａ
移
行
法
人
が
吸
収
合
併
を
し

、
合
併
後
存
続
す
る

 
 
る
場
合
は

、
当
該
存
続
す
る
移
行
法
人
に
係
る
行
政

 
 
る
移
行
法
人
が
あ
る
場
合

、
消
滅
移
行
法
人
に
係
る

 
 

終
了
す
る
た
め

、
 

当
該
消
滅
移
行
法
人
に
係
る
行

　
　
　
→
消
滅
移
行
法
人
の
公
益
目
的
財
産
額

、
公
益
目

 
 
 
 

的
事
業
に
よ
る
赤
字
の
累
積
額

）
、
公
益
目
的

 
 
 
 

続
す
る
移
行
法
人
が
承
継
す
る

。

　
　
ｂ
移
行
法
人
が
吸
収
合
併
を
し

、
合
併
後
存
続
す
る

 
 
 
る
場
合
は

、
消
滅
移
行
法
人
に
係
る
行
政
庁
の
監

　
　
　
当
該
消
滅
移
行
法
人
に
係
る
行
政
庁
に
届
出

。

　
　
　
→
消
滅
移
行
法
人
の
公
益
目
的
財
産
額

、
公
益
目

 
 
 
 

目
的
事
業
に
よ
る
赤
字
の
累
積
額

）
、
公
益
目

 
 
 
 

存
続
す
る
一
般
法
人
が
承
継
す
る

。

　
　
　
→
消
滅
移
行
法
人
に
係
る
行
政
庁
が
監
督
官
庁
と

 
 
 
 

一
般
法
人
を
移
行
法
人
と
み
な
し
て
監
督
す
る

　
　
ｃ
移
行
法
人
が
吸
収
合
併
を
し

、
合
併
後
存
続
す
る

 
 
 
る
場
合
は

、
消
滅
移
行
法
人
に
係
る
公
益
目
的
支

 
 
 

了
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
た
め

、
当
該
消
滅
移

 
 
 

に
届
出

。

　
⑤
公
益
目
的
支
出
計
画
が
完
了
し
た
こ
と
の
確
認
請
求

　
　
　
→
行
政
庁
の
監
督
が
終
了
し

、
一
般
社
団
･
財
団

　
⑥
公
益
目
的
支
出
計
画
の
履
行
に
関
し

、
行
政
庁
が
報

 
 
 
し

、
勧
告
及
び
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
⑦
移
行
法
人
が
清
算
す
る
場
合

、
残
余
財
産
の
う
ち
公

 
 
 

あ
る
と
き
は

、
他
の
公
益
法
人
等
に
帰
属
さ
せ
な

　
⑧
行
政
庁
は

、
移
行
法
人
が
不
正
な
手
段
で
認
可
を
受

　
　
 

取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

　
　
　
→
特
例
民
法
法
人
と
み
な
さ
れ
る

。

従来どおり、旧主務官庁

監
督
官
庁
・
監
督
内
容

【収益事業課税の考え方】

法人税法 収益事業以外の事業 収益事業（３４業種)

公益認定制度 収益事業 公益目的事業 収益事業

公益法人 課税

特例民法法人 課税

開催期間が重なった場合、一度の総会で計算書類承認決議をすることができる。

官
庁

H22.3.31 H23.3.31H20.12.1

平成23年度平成２０年度 平成21年度 平成２２Ａ年度 平成２２Ｂ年度

特例民法法人

び
公
益
目
的
支
出
計

庁
の
認
可
が
必
要

め
た
と
き
又
は
こ
れ
を

の
事
由
を
定
め
た
と
き

きる
法
人
が
移
行
法
人
で
あ

政
庁
に
届
出

。
消
滅
す

る
行
政
庁
の
監
督
は

行
政
庁
に
も
届
出

。

目
的
収
支
差
額

（
公
益
目

的
財
産
残
額
を

、
当
該
存

る
法
人
が
一
般
法
人
で
あ

監
督
は
終
了
す
る
た
め

、

目
的
収
支
差
額

（
公
益

目
的
財
産
残
額
を

、
当
該

と
し
て

、
当
該
存
続
す
る

る

。

る
法
人
が
公
益
法
人
で
あ

支
出
計
画
の
実
施
が
完

移
行
法
人
に
係
る
行
政
庁

求団
法
人
と
な
る

。

報
告
を
求
め

、
検
査
を

公
益
目
的
財
産
残
額
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

受
け
た
と
き
は

、
認
可
を

 移行法人
法
人
の

分
類

容

民法
法人

新
･
新
会
計
基
準
へ
の

（
事
業
区
分
の
見
直
し 新承

H21.5.20

定時

H22.5.20

平成21年度定時総会

新
･
新
会
計
基
準

移
行
登
記
を
条
件

款
変
更
決
議

一
般
社
団
･
財
団
法
人

H22.7.1

移
行
認
可

H22.12.1

一
般
社
団
･
財
団
法
人

立
登
記

H22.12.10

行
政
庁
と
旧
主
務
官

登
記
事
項
証
明
書
届

H23.3.9 H23.5.20 H23.6.30  

3ヶ月以内

２Ｗ以内 遅滞なく

3ヶ月以内

H21.3.2

理
事
会

平
成
2
1
年
度
か
ら
の
新
･

新
･
新
会
計
基
準
に
よ
る
平

理
事
会

新
･
新
会

H22.3.1H21.3.31

特例民法法人 課税

非営利型法人 課税

一般社団･財団法人 課税

　

作
　
　
業

の
移
行
準
備

し
と
勘
定
科
目
の
振
替
）

新
会
計
基
準
に
よ
る
平
成
2
0
年
度
決
算

承
認 新

･
新
会
計
基
準
に
よ
る
実
績
作
り

公
益
目
的
支
出
計
画
が
履
行
で
き
る
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る

準
に
よ
る
平
成
2
1
年
度
決
算
承
認

件
と
す
る
一
般
社
団
･
財
団
法
人
へ
の
定

申請書の一部となる

申請書の添付書類となる

人
へ
の
移
行
認
可
申
請

人
設

特
例
民
法
法
人
解
散
登
記

定
時
総
会
２
W
前
か
ら
備
置
開
始

閲
覧
謄
写
書
類

平
成
２
２
Ａ
年
度
計
算
書
類

a
貸
借
対
照
表

b
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）

c
事
業
報
告
書

d
付
属
明
細
書

庁
に

出

5年間借置

平成２２A年

度定時総会

新
･
新
会
計
基

準
に
よ
る
平
成

2
2
Ａ
年
度
決

算
承
認

行
政
庁
へ
届
出
（
公
益
目
的
財
産
額
確
定
手
続
）

①
登
記
申
請
前
日
に
お
け
る
公
益
目
的
財
産
額
及
び
そ
の

計
算
を
記
載
し
た
書
類

②
登
記
申
請
前
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
そ
の
附
属

書
類

定
時
総
会
２
W
前
か
ら
備
置
開
始

閲
覧
謄
写
書
類

①
公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
報
告
書

②
平
成
２
２
B
年
度
計
算
書
類

a
貸
借
対
照
表

b
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）

c
事
業
報
告
書

d
付
属
明
細
書

平成２２B年

新
･
新
会
計
基
準

に
よ
る
平
成
２
２

B
年
度
決
算
承
認

行
政
庁
へ
届
出

①
公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
報
告
書

②
平
成
２
２
B
年
度
計
算
書
類

a
貸
借
対
照
表

b
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）

c
事
業
報
告
書

d
付
属
明
細
書

5年間借置

財
団
法
人
の
場
合

議
方
法
の
定
め
が

理
事
が
定
款
変
更

設
定
→
旧
主
務
官

財
団
法
人
の
場
合

法
人
の
最
初
の
評

法
を
決
定
→
旧
主

→
最
初
の
評
議
員

上
）

非
営
利
性
が
徹
底

要
件
（
主
な
も
の
）

時
の
残
余
財
産
を

帰
属
さ
せ
る
定
め

理
事
及
び
そ
の
親

事
の
合
計
数
が
理

／
３
以
下
で
あ
る

共
益
的
活
動
を
目

の
要
件
（
主
な
も
の

通
す
る
利
益
を
図

的
と
す
る
こ
と
②

し
て
収
益
活
動
を

こ
と
③
理
事
及
び

あ
る
理
事
の
合
計

数
の
１
／
３
以
下

新
会
計
基
準
採
用
決
議

成
2
1
年
度
予
算
承
認

計
基
準
に
よ
る
平
成
2
2
年
度
予
算
承
認

旧
主

費
　
　
用

Ａ
会
計
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
費
用

①
事
業
区
分
の
見
直
し
と
勘
定
科
目
の

振
替

②
公
益
目
的
支
出
計
画
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン

Ｂ法務コンサルタント費用 定款作成 役員報酬規定など規定類作成 役員欠格事由調査（非営利型法人の場合） 法定外機関の設計（運営委員会など）

最初の評議員選任（財団法人の場合）

Ｃ
移
行
認
可
申
請
書
作
成
費
用

Ｄ
設
立
解
散
登
記
費
用

5年間借置

公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
報
告
書
の
記
載
事
項

a
当
該
事
業
年
度
の
実
施
事
業
等
の
状
況

b
当
該
事
業
年
度
の
公
益
目
的
支
出
の
額
及
び
そ
の
明
細

c
当
該
事
業
年
度
の
実
施
事
業
収
入
の
額
及
び
そ
の
明
細

d
登
記
申
請
前
日
に
有
し
て
い
た
時
価
評
価
資
産
の
当
該

事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
状
況

ｅ
当
該
事
業
年
度
の
引
当
金
並
び
に
賞
与
引
当
金
及
び

退
職
給
付
引
当
金
の
明
細

ｆ
登
記
申
請
前
日
に
お
け
る
公
益
目
的
財
産
額

ｇ
当
該
事
業
け
る
公
益
目
的
収
支
差
額

（
公
益
目
的
事
業
に
よ
る
赤
字
の
累
積
額
）

ｈ
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
公
益
目
的
財
産
残
額

（
ｆ

か
ら
ｇ
を
引
い
た
額
。
こ
れ
が
０
に
な
る
と
計
画

終
了
）

合
、
定
款
変
更
決

が
定
款
に
無
い
→

更
方
法
の
定
め
を

官
庁
の
認
可

合
、
理
事
が
移
行

評
議
員
の
選
任
方

主
務
官
庁
の
認
可

員
の
選
任
（
３
名
以

底
さ
れ
た
法
人
の

）
①
定
款
に
解
散

を
公
益
法
人
等
に

め
が
有
る
こ
と
②

親
族
等
で
あ
る
理

理
事
の
総
数
の
１

る
こ
と

目
的
と
す
る
法
人

の
）
①
会
員
に
共

図
る
活
動
を
主
目

②
主
た
る
事
業
と

を
行
っ
て
い
な
い

び
そ
の
親
族
等
で

計
数
が
理
事
の
総

下
で
あ
る
こ
と

主
務
官
庁
へ
届
出


